
口腔健康管理

基本のき《初級》

6/28（日）

令和8年6月の診療報酬改定により口腔機能実地指導料の保険算定が可能となります

歯科診療所に来院される患者様や、訪問先の患者様に対して、歯科衛生士が行う「口腔

健康管理」が自己流になっていませんか？また、多職種の方へ適切にお伝えできていま

すか？

この機会に初心にかえり、基本を講義と実習を通してじっくりと学びませんか？

歯科診療所施設、在宅で役立つ内容です。

講習会終了後に「基本のき《初級》受講証」を大阪府歯科衛生士会より発行いたします

会場 : 大阪市社会福祉研修・情報センター
       （ウェルおおさか）５階大会議室
     （大阪市西成区出城２－５－２０）

48名（先着順）定 員

受講料
大阪府歯科衛生士会会員  5,500円

他府県歯科衛生士会会員  8,250円

会員外   16,500円

申込期間 令和8年3月25日（水）～令和8年6月16日（火）
※定員になり次第締め切ります

大阪府歯科衛生士会ウェブサイト「研修会」フォームにてお申し込みください。

※申し込み受理後、当会より受講料納入方法をお知らせします。期日までにお振込みください。

講師 ： 当会訪問口腔健康管理委員会

          アドバイザー  山下 政代  先生

日本歯科衛生士会生涯研修・専門研修（認定更新研修）申請中

「在宅歯科医療の基礎」プログラム 各項目 １単位 合計  ３単位

Ⅵ リスクマネジメント A 全身管理（バイタルサイン、モニタリング）

Ⅷ 口腔健康管理の実際 A 口腔健康管理の進め方（訪問前、訪問中、訪問後）

B 情報収集の方法等

10:30～14:30
ランチョンセミナー

（昼食付）

（一社）大阪府歯科医師会
後援申請予定
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